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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供
１ 自己点検・評価

１）責任ある自己点検・評価体制の構築
ねらい：中期目標を達成するため、教育研究や管理運営等の諸活動全般にわたって中期計画の履行状況中

等について定期的な点検・評価を行うとともに、点検・評価結果に基づく問題点等を効果的に
改善につなげる責任ある体制を整備する。期

２）自己点検・評価結果等の学内外への公表
ねらい：社会から信頼される自己点検・評価とするため、自己点検・評価結果並びに改善計画等を学内目

外に公表する。
標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

１ 自己点検・評価に関する目標
を達成するための措置
１）責任ある自己点検・評価体
制の構築に関する実施方策

ア）責任ある自己点検・評価を ア）全学の自己点検・評価等を一 Ⅲ ○５月１３日に、新たに役員会の下に「大学評価室」を設置し、全
実施するため 「大学評価 元的に企画・立案・実施する ての評価を統括する業務を開始した。、
室」を設置する。 「大学評価室」を９月末までに

設置し、業務を開始する。

イ）大学評価室は、関係組織と イ）平成１７年度以降に実施する
連携を図りつつ、全学の自 ため、平成１６年度の年度計画
己点検・評価を一元的に企 なし。
画・立案・実施並びに第三
者評価等に対応するととも
に、評価結果に基づく改善
措置について検証を行う。

ウ）自己点検・評価結果に基づ ウ）平成１７年度以降に実施する
く改善すべき課題について ため、平成１６年度の年度計画
は、大学評価室から当該部 なし。
署等に改善計画の提出を求
め、当該改善計画及び措置
について検証する。

エ）平成１６年度中に大学評価 エ）大学評価室において、自己点 Ⅲ ○大学評価室評価分析作業部会（８月１１日設置）において、自己
室を設置し、自己点検・評 検・評価の視点、方法、提示す 点検・評価に必要なデータや収集方法等について検討を行い、収
価の視点、方法、提示すべ べきデータ等の詳細を定め、学 集すべきデータ項目の原案をまとめ、大学評価室及び役員会での
きデータ等について定め、 内に周知する。 審議を経て１０月１３日に学科長・専攻長・教育研究センター長
学内に周知する。実績等は 等を対象に説明会を開催し、教職員に周知した。
各年度終了ごとに収集し、 また、自己点検・評価の視点・方法については、大学評価室に

、 「 （ ）」自己点検・評価は中期目標 おいて検討を行い ３月３０日に 自己点検・評価項目 第１版
期間中に２回実施する。 としてまとめ、学内向けホームページで公表し、教職員に周知し

た。なお、大学評価を取り巻く状況の変化に応じて、今後も項目
のブラッシュアップを図りつつ自己点検・評価の実施に向けた準
備を大学評価室で行うこととした。

エ）自己点検・評価に必要なデー Ⅲ ○自己点検・評価に必要な資料等のデータベース化については、大
タを蓄積するデータベースの基 学評価・学位授与機構の大学情報データベース構築計画との調整

、 、本設計及びデータの収集を始め を図る必要から 当該計画の進捗状況について情報を収集しつつ
る。 先行大学の調査を行い、次年度の導入に向けて基本構造を取りま

とめた。
また、自己点検・評価に必要な教員個人の活動実績データにつ
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いて、収集方法及び収集を行うためのデータシートについて上記
作業部会において検討し、１月中旬から収集を開始した。

２）自己点検・評価結果等の学
内外への公表に関する実施
方策

ア）自己点検・評価結果並びに 本年度は該当なし。
改善に向けた取組みの結果
については、その都度、ホ
ームページや広報誌、報告
書により学内外に広く公表
する。

ウェイト小計
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供
２ 情報の提供等

１）社会に対する積極的な情報発信による説明責任の履行と有用な情報の収集・発信
ねらい：国立大学としての説明責任を果たすため、大学の理念、目標をはじめ様々な活動に関する情報中

を社会に対して公表する。また、社会のニーズに対応した有用な情報の収集と発信を行う。
期 ２）情報の発信と社会からの意見等の収集による双方向に開かれた大学

ねらい：積極的な大学情報の発信により、社会からの信頼を得、また社会からの様々な意見を収集して
大学運営の参考に資するなどにより、双方向に開かれた大学づくりに努める。目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト

２ 情報の提供等に関する目標を
達成するための措置
１）社会に対する積極的な情報
発信による説明責任の履行
と有用な情報の収集・発信
に関する実施方策

ア）大学における情報発信機能 ア）本学における情報発信機能を Ⅲ ○５月１３日に、既存の広報委員会を廃止し、新たに役員会の下に
を強化するため 「広報セ 強化するため 「広報センター」 「広報センター」を設置し、業務を開始した。、 、
ンター」を設置する。 を９月末までに設置し、業務を

ⅰ）広報センターにおいて、社 開始する。
会に対して有用と思われる
次のような情報を収集し、 ア）ⅰ）ⅱ）広報センターにおい Ⅲ ○広報センターにおいて 「大学広報の意義、主たる対象 「大学、 」、
ホームページや広報誌など て、関係部署とも連携を図りつ 広報の内容、主たる手段」等について検討を行い、広報誌におい

、 、 、 、を通じて社会に発信する。 つ、新しい大学広報の在り方等 ては 教育面の情報提供の充実 また ホームページにおいては
・大学の教育研究目標、入 について検討を行い、年度末ま 入学に関する情報、教学・学生サービスに関する情報、卒業生の
学や学習機会に関する情 でに結論を得る。 進路に関する情報、国際交流に関する情報の充実を図ることなど
報、学生の知識・能力の修 の方策を取りまとめた。
得水準に関する情報、卒業
生の進路に関する情報、研 ア）ⅲ）ホームページの抜本的な Ⅳ ○上記ア）ⅰ）ⅱ）の方策に基づき、広報センターにホームページ
究課題に関する情報、財務 見直しに関する作業部会を設け 作業部会を設け、ホームページの抜本的な見直し、改善に向けて
状況、自己点検評価の状況 て検討を行い、年度末まで 集中的に検討を進め、９月末にまでに、受験生、高校、企業、一
に関する情報など に結論を得る。 般市民など社会の各層及び在学生に対する修学上・生活上必要な

ⅱ）情報の収集及び発信は、大 情報を充実させることとした内容の改善案をまとめた。
学評価室と共同し、関係部 また、改善案に基づく新ホームページの構築は平成１７年度に
署と連携しつつ行う。 行うこととしていたが、計画を前倒しして作業を進め、年度末ま

ⅲ）情報化社会におけるホーム でに構築を完了した。
ページの重要性に鑑み、社 なお、平成１７年４月当初から公開することとした。
会からの多様なニーズに対
応できるよう抜本的な見直
し・改善を行う。

） （ ）ⅳ 広報誌の頁数 現在２０頁
、 。を増やし 内容を充実する

イ）広報センターは平成１６年
度に設置し、活動を開始す
。 、 ） ）る ただし 上記ア のⅲ
及びⅳ）の措置は平成１６
年度末までに検討し、平成
１７年度より実施する。

２）情報の発信と社会からの意
見等の収集による双方向に
開かれた大学に関する実施
方策
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ア）ホームページ上に市民等か ア）ホームページ上に社会等外部 Ⅲ ○大学ホームページに、社会等外部からの意見や質問等を収集する

らの質問、意見等を収集す からの意見や質問等を収集する ため 「ご質問、ご相談、ご意見の受付」頁を設置し、運用を開、
るコーナーを設ける。 コーナーを９月末までに設置す 始した。なお、年度末までに寄せられた質問等は５件である。

る。

イ）上記措置は平成１６年度よ
り実施する。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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Ⅱ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項

１．自己点検・評価体制の整備等
責任ある自己点検・評価を実施するため、従来の教員の互選により選出する委員で構成

する自己点検・評価委員会を廃止し、新たに役員会の下に「大学評価室」を設置した。室
長には役員（理事）を充て、室員は自己点検・評価や外部評価の経験・実績を有する教職
員を中心に学長が指名する仕組みとし、全学の自己点検・評価等に関する企画、立案、実
施について権限と責任を有する体制を整えた。
この体制の下に、中期目標の達成に向けた中期計画を着実に実施するため、平成１６年

度においては次の業務に力点をおいて実施した。
①自己点検・評価の視点、方法、提示すべきデータ等の詳細を定め、学内に周知
②自己点検・評価に必要なデータを蓄積するためのデータベースの基本設計及びデー
タの収集を開始

このうち①については、今後の認証評価に係る自己点検・評価にも対応できるよう認証
評価機関が定めた評価基準も参考に点検・評価項目を精査して設定した。これは自己点検
・評価をより実質的なものとすること、及び構成員がいわゆる“評価疲れ”を起こさない
よう点検・評価に係る負担の軽減を図ることに配慮したものである。
なお、点検・評価項目は「自らを写し出すツール」であり、今後も大学評価室において

見直しを行い、ブラッシュアップを図ることとしている。

２．事務の自己点検・評価への取組
中期目標・中期計画のⅡ業務運営の改善及び効率化に関する項中、事務等の効率化・合

理化に関する事項の「事務等の外部評価の実施」に係る平成１６年度計画に掲げた 「年、
度末までに事務処理体制の外部評価に必要な自己点検・評価項目及び実施方法等のとりま
とめる」ことについては、検討の作業を早めて２月末までに実施方法等のとりまとめを終
え、自己点検・評価の実施を前倒しして３月から開始した。
従来の事務の自己点検・評価は、定員削減に対応して、行政事務の合理化・省力化をも

って効率化を図ることに主眼があり、評価者が必ずしも明確でなく、その効果について検
証することは少なかったが、法人化により、効果と効率を含めて事務の「最適化」を図る
必要性が生じており、私学等と比較しての効率性や、学生・教員等のユーザーから見ての
顧客満足度を測定し、これを参考として改革改善を図ることが求められる。
上記の観点から、自己点検・評価においては、業務内容、必要性等の主旨、効果、処理

方法・処理時間、処理体制、情報の流れ、職員の能力開発などを、非関係者が十分理解で
きるように整理し、外部評価においては、評価者から、課題・改善の指摘、解決に向けた
手法のヒントなど改革改善のための提言等を頂くことに主眼をおいている。なお、外部評
価は、自己点検・評価の結果を受けて、平成１７年度前半に実施することとしている。

３．情報の提供等に関する取組
中期目標に掲げた「社会に対する積極的な情報発信による説明責任の履行と有用な情報

の収集・発信」に関する目標を達成するため、平成１６年度においてはホームページの抜
本的な見直し・改善を図るべく年度内に改善案をまとめ、平成１７年度に構築する計画と
していたが、情報発信におけるホームページが果たす役割の重要性に鑑み、最優先課題に
位置付けて精力的に検討を進めた結果、９月末までに改善案をまとめ、新ホームページの
構築を年度末までに完了した。これにより、平成１７年度当初から運用開始できることと
なった。

、 （ ） 、 、見直し・改善にあたっては アクセスする側 利用者 の利便性の視点に立ち 受験生
高校、企業、市民など外部向け情報のほか、在学生に対する修学上や生活上の支援情報を
充実することに重点をおいたことにより、新ホームページにおける情報量は現行ホームペ
ージの２倍以上となった。
また、ホームページに市民等から質問・意見等を募集するページを新たに設け、学外か

らの様々な意見等を集約して本学の教育研究や運営等の参考に資することとした。


